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購入電力料の算定概要（関西電力、第１２回電気料金審査専門委員会資料１０－２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

購入電力料の算定概要（九州電力、第１２回電気料金審査専門委員会資料１１－２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（億 kWh、億円、円/kWh） 

※四捨五入の関係で合計が合わない場合がある。 

今回改定
（H25-H27年度平均）

前回改定
（H20年度）

差引
（今回－前回）

電力量 料金 単価 電力量 料金 単価 電力量 料金 単価

8 203 25.25 109 1,002 9.18 ▲ 101 ▲ 799 16.07
・契約満了に伴う減
・受電電力量の減

125 1,309 10.43 154 1,262 8.22 ▲ 28 47 2.21 ・燃料価格上昇に伴う単価増

124 1,169 9.46 137 1,301 9.48 ▲ 14 ▲ 132 ▲ 0.02 ・契約満了に伴う減

33 432 13.21 26 611 23.70 7 ▲ 179 ▲ 10.49
・契約更改による固定費の減
・取引所取引の増

18 157 8.60 12 128 10.32 6 29 ▲ 1.72 ・買取制度開始による数量増

300 3,067 10.22 329 3,302 10.04 ▲ 29 ▲ 235 0.18

308 3,269 10.61 438 4,303 9.82 ▲ 130 ▲ 1,034 0.79

卸供給事業者

備　　考
（料金の差異理由）

地 帯 間 購 入 電 力 料
（ 他 の 電 力 会 社 か ら の 購 入 ）

卸電気事業者
（電源開発・日本原電）

購 入 電 力 料 計

他
社
購
入
電
力
料

（
電
力
会
社
以
外
か
ら
の
購
入
）

自家発等
（自家発・取引所取引等）

新エネルギー

合計

※ 四捨五入の関係で、合計が合わない場合がある。 

（億 kWh、億円、円/kWh） 
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原子力発電の購入電力料原価内訳（対前回改定比較） 

（第１２回電気料金審査専門委員会資料１０－２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用済燃料再処理等費（関西電力、第１２回電気料金審査専門委員会資料１０－３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用済燃料再処理費等（九州電力、第１２回電気料金審査専門委員会資料１１－３を加工） 

 

 

※四捨五入の関係で合計が合わない場合がある。 

（億円） 

費用項目 今回織込 前回改定 差　引 備　　　　考 （増減説明等）

人 件 費 22  19  3   発電所人員数、退職給付費用の増加

修 繕 費 82  108  ▲26   停止時定検費用、大規模工事の減少

委 託 費 7  12  ▲6   調査関係委託業務の減少

普 及 開 発 関 係 費 －  －  －  
諸 費 97  71  26   長期定検に伴う費用増、緊急安全対策関連費の増加

除 却 費 －  9  ▲9   除却費用の減少（前回：大規模取替分の除却費用計上）

再 処 理 関 係 費 14  42  ▲28   発電計画の差異による再処理等引当金の減少

一 般 負 担 金 29  －  29  「原子力損害の賠償に関する法律」に基づき今回から計上

減 価 償 却 費 135  157  ▲21   償却進行に伴う減少

事 業 報 酬 41  47  ▲5   償却進行に伴う報酬対象資産（簿価）の減少

核 燃 料 費 －  47  ▲47   今回織込については、発電停止を前提として算定

送 電 料 金 －  8  ▲8   　　　　　　　　　　　　　　〃

そ の 他 55  73  ▲18   発電計画の差異等による減少

効 率 化 額 ▲17  －  ▲17  
合　　　　計 466  594  ▲128  

※四捨五入の関係で、合計が合わない場合がある。 
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○ 査定方針案においては、「購入電力料のうち、コスト積み上げベースで料金が算定され、国が

その内容を確認することが可能なもの（電気事業法第２２条（卸供給の供給条件）に基づく届出

を受けているもの）については、契約相手先から関西電力及び九州電力に対し、料金に含まれて

いる寄付金等の額などを示した書類での回答があり、その書類を確認したところ、広告宣伝費、

寄付金、団体費等が原価に算入されているが、「基本的な考え方」に示された考え方に基づき原

価から除くべきである」とするとともに、「購入電力料、販売電力料とも、原価算定期間内に契

約期限を迎えないものについては、契約内容を確認し、適正に算定されていることを確認した。

今後契約を締結するものについては、「基本的な考え方」に示された考え方に基づき原価から減

額すべきである」としている。 

○ また、査定方針案においては、「関西電力が北陸電力及び日本原電に支払う原子力発電による

購入電力料については、受電量に応じて支払う電力量料金と受電量にかかわらず支払う基本料金

の組み合わせで設定されている。今回申請では、原価算定期間における受電量をゼロと見込んで

おり、核燃料費等受電量に応じて支払う電力量料金は原価に算入されていないことなどから、原

子力発電に係る購入電力料全体で前回（20年改定）に比べて128億円の減となっている。他方で、

今回申請においては、停止中の原子力発電所に係る維持管理や安全対策工事などに必要と見込ま

れる費用が原価算入されているが、これらの費用については、購入の相手方との契約書原本等を

確認した結果、以下の理由から、原価に算入することを認めることが適当である。 

①当該原子力発電所は契約の相手方との共同開発であると認められる。 

②このため、人件費、修繕費や減価償却費等の原子力発電所を安全に維持管理する費用や、将来

の稼働に向けた投資に要する費用についても、自社電源同様、負担する義務があると考えられる。 

また、関西電力が契約している発電所は、発電設備としては健全な状態にあり、北陸電力及び

日本原電においては、発電再開に向けた準備を実施中である。なお、敦賀発電所についても、発

電設備としては健全な状態にあり、日本原電において、津波対策や耐震強化に係る改良工事を実

施中であり、原子力規制委員会の有識者会合において、敦賀発電所敷地内破砕帯の評価が行われ

ているところであるが、現時点で、原子力規制委員会としての最終的な結論は出されていない。 

他方で、関西電力は契約の相手方に対して効率化努力を求めていくべきであり、既設分の減価

償却費や固定資産税等といった効率化努力が見込めない費用を除く人件費や修繕費等について、

関西電力自身による効率化努力分と比較し、既に織り込まれている効率化努力分では足らざる部

分については、原価から減額すべきである。 

とりわけ、日本原電については、関西電力の関連会社であり、役員における人的関係等を考慮

すれば、日本原電からの購入電力料に含まれる人件費については、関西電力のコスト削減努力並

に原価から減額し、その他の一般管理費等のコスト削減可能な経費についても、関西電力のコス

ト削減努力に照らし、１０％減額すべきである。 

なお、北陸電力（志賀２号機）の修繕費のうち、定期検査費用の一部については、原価算定期

間に発生する見込みがないと考えられることから、原価から除くべきである」としている。 

○ 使用済燃料再処理費等費については、査定方針案において、「「原子力発電における使用済燃料

の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律」及び前提計画に基づいて算定されて

いることを確認した。また、その他（輸送費）については、既契約等に基づいて算定されている

ことを確認した」、ただし、「制度措置分（日本原燃分）については、コスト積み上げベースで料

金が算定され、国がその内容を確認することが可能なもの（原子力発電における使用済燃料の再

処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律に基づくもの）であり、日本原燃から関西

電力及び九州電力に対し、料金に含まれている寄付金等の額などを示した書類での回答があり、

その書類を確認したところ、広告宣伝費、寄付金、団体費等が原価に算入されているが、「基本

的な考え方」に示された考え方に基づき原価から除くべきである」、さらに、「使用済燃料再処理
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等発電費のうちの「その他（輸送費）」については、今後契約を締結するものについて、「基本的

な考え方」に示された考え方に基づき原価から減額すべきである」としている。 

（査定方針案該当箇所：P52、P53、P96） 

 

⑳  原価算定上、平成25 年7 月から原子力発電所が再稼働することを織り込んだ理由と再稼働しな

い時の電気料金への影響を明確に説明しているか。 

○ 原子力発電所の再稼働時期について、関西電力は、「今回の料金原価の算定においては、現在

稼動している大飯発電所３・４号機に加え、原子力安全・保安院におけるストレステスト１次評

価結果の審査が最も進んでいたことから、安全性に関する議論が一定程度進んでいると考えられ

ることを勘案し、高浜３・４号機を平成25年7月から稼動と仮定している」とのことである。 

○ また、「原子力の稼動停止による、電気料金原価への影響については、高浜３・４号機のみ停

止する場合、燃料費等は年平均1,400億円増加する。加えて、大飯３・４号機も停止すれば、燃

料費等は年平均3,450億円増加することとなり、収入不足はほぼ倍増するため、原子力発電所が

全台停止する前提では、改定率は大幅に増加する可能性がある」とのことである。 

○ 九州電力は、「原子力規制委員会が策定する新たな安全基準(平成25年７月までに施行予定)の

骨子案が２月６日に公表されたところであり、それを踏まえて当社自らが実施するプラントの安

全性確認について、速やかに原子力規制委員会による評価が行われることを前提として、原価上

は平成25年７月からの再稼働を想定している」とのことである。 

○ また、「再稼働がない場合、燃料費が約3,500億円増加し、規制・自由化部門合計の値上げ率は

約35％まで上昇するとの試算結果を公表している」とのことである。 

 

㉑ バックエンド費用について、その内容及び電気料金との関係が分かりやすく明確に情報提供され

ているか。 

○ バックエンド費用については、①「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金

の積立て及び管理に関する法律」に基づき、原子力発電所から発生する使用済燃料の再処理等の

費用に充てるため積み立てが義務づけられている費用、②「特定放射性廃棄物の最終処分に関す

る法律」に基づき、使用済燃料の再処理を行った後に生ずる特定放射性廃棄物の最終処分に必要

な費用を拠出することが義務づけられている費用、③「原子力発電施設解体引当金に関する省令」

に基づき、原子力発電施設の解体等の必要な費用を引き当てることが義務づけられている費用等

からなる。原子力発電所の利用率の低下に伴い、関西電力は、平成20年原価に比べて350億円減

の455億円を、九州電力は、同116億円減の274億円を原価に算入している。 
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原子力バックエンド費用の算定概要（関西電力、第１２回電気料金審査専門委員会資料１０－３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力バックエンド費用の算定概要 

（九州電力、第１２回電気料金審査専門委員会資料１１－３を加工） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ また、原子力バックエンド費用について、両電力会社が電気料金審査専門委員会で説明した詳

細資料については、両電力会社及び経済産業省のホームページでも公表している。 

 

※四捨五入の関係で、合計が合致しない場合がある。 

 

※四捨五入の関係で、合計が合致しない場合がある。 
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＜原子力バックエンド費用の概要＞ 
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[規制部門と自由化部門の関係について] 

 

㉒ 原価の部門間の配分について、規制部門と自由化部門を比較した妥当性が検証でき、定量的で平

易な説明を行っているか。 

㉓ 規制部門と自由化部門の損益構造が、バランスのとれたものとなっているか。 

○ 査定方針案においては、原価の部門間の配分について、「個別原価計算においては、算定規則

に基づき各費用の配分計算が適切に行われていることを確認した。また、事業者が独自に設定し

た基準についても、計器等の費用を口数比ではなく直接各需要に整理している等、より実態に即

した費用配分となっている。総原価の90%超（関西電力：約９４%、九州電力：９２%）が固有費

及び直課により配分されていることは妥当であると考えられる」としている。 

○ また、「固定費の各需要種別への配分方法は「２：１：１法※」等が算定規則により規定され

ているが、その際、低圧需要の最大電力は、サンプル調査（関西電力、九州電力共にスマートメ

ーターを活用して約２万件データを取得）に基づく推計値が用いられており、過大推計されてい

ないことが確認された」としている。 

※最大電力に２、夏期・冬期尖頭時責任電力に１、発受電量に１の割合で合成された値により固

定費を配分する方法。 

○ さらに、「総原価に対する事業報酬の割合については、前回改定時以降の燃料費の増加等に伴

う収益構造が改善され、関西電力は、規制部門が5.6%、自由化部門が4.7%、九州電力は、規制部

門が6.4%、自由化部門が5.5%、となっており、それぞれの部門における固定費の割合を適切に反

映したものであることが確認された」としている。 

○ なお、「今回改定以降の収益構造の変化については、事後評価において部門別収支が毎年公表

され、原価算定期間終了後には原価と実績の部門別評価を実施することとなっているが、経済産

業省は、平成24年2月に新たに設定された料金認可申請命令の発動基準に基づき、収益構造のゆ

がみが著しく、また、構造的なものと認められる場合には、事業者に料金改定を促すとともに、

事業者がこれに応じない場合には、料金認可申請命令の発動を検討すべきである」としている。 

（査定方針案該当箇所：P122） 

 


